
補助金等審議会における補助事業審査 
 
 
   補助事業担当所管課       審議会・事務局 

 
     ①市単独補助事業について自己評価診断表 
                     の提出を要請。 
                     添付書類に各補助事業の予算要求根拠とな

る                    る「法令・条例・規則・要綱」の写しと 
                     平成19年度補助事業収支決算の内訳のわか 
                     るもの（平成 20年度団体総会資料等）の 

                 提出を依頼。 
 
  「交付基準」をもとに ②事務局によるチェック、修正指示。 
  自己評価診断   

      
    ③修正指示後に事務局としての評価点を加味。 

       ④市単独補助事業の合計点数により平均点を 
                     設定。  
 
 
 
     ○Ⅰグループについては… 
       補助事業の適正を得ていると判断。 
      

○Ⅱグループについては… 
       審議会により事業評価を実施。 
 
      

 ※「継続」「見直し」「廃止」「費目変更」「統廃」等

を市長に対して提言。 

 

 
審議会の提言内容を基に担当所管課と財政課が協議し平成 21年度予算に反映。 

 
補助金等の整理・合理化 

市単独補助事業 
②団体運営費補助 
③外郭団体（外郭団体的）補助 
④イベント補助 
⑤事業費補助 
⑥利子補給金                    

補助事業について点数化 

平均点数以上で継続

を希望  Ⅰグループ 

平均点数以下で継続

を希望  Ⅱグループ 


